
小
沢
氏
の
判
決
を
日
前
に
控

え
た
４
月
１７
日
、
東
京

・
銀
座

の
日
本
料
理
店
の
個
室
は
異
様

な
緊
張
感
に
満
ち
て
い
た
。

「酒
を
飲
ん
で
す
る
話
じ
や
な

い
で
す
よ
Ｉ
Ｌ

乾
杯
の
あ
い
さ
つ
を
し
よ
う

と
し
た
法
務
省
幹
部
を
遮

つ
た

の
は
、
元
検
事
の
郷
原
信
郎
弁

護
士
だ

っ
た
。

大
阪
地
検
特
捜
部
の
証
拠
改

ざ
ん
事
件
を
き

つ
か
け
に
設
置

さ
れ
た

「検
察
の
在
り
方
検
討

会
議
」
が
提
言
を
ま
と
め
て
か

ら
約
１
年
、
こ
の
日
は
会
議
の

メ
ン
バ
ー
に
法
務
省
、
検
察
幹

部
も
交
え
、
改
革
の
進
捗
状
況

報
告
を
兼
ね
た
懇
親
会
が
開
か

れ
て
い
た
。

空
気
が

一
変
し
た
の
は
、
会

議
の
メ
ン
バ
ー
で
ジ
ヤ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
江
川
紹
子
氏
が
、
村
木

厚
子
元
厚
労
省
局
長
ら
の
無
罪

が
確
定
し
た
郵
便
不
工
事
件
や
、

小
沢
氏
の
陸
山
会
事
件
に
つ
い

て
、
さ
ら
な
る
検
証
を
求
め
る

〈報
告
と
提
案
〉
と
題
し
た
書

面
を
配
っ
た
と―
き
だ
つ
た
。

「江
川
さ
ん
は
、
小
沢
裁
判
で

明
ら
か
に
な
つ
た
田
代
政
弘
検

事
の
虚
偽
有
印
公
文
書
作
成

・

同
行
使
に
つ
い
て
、
事
実
で
あ

れ
ば
検
察
組
織
全
体
の
問
題
だ

と
検
証
を
求
め
た
。
と
こ
ろ
が
、

法
務
省
や
検
察
は

『酒
飲
み
の

話
の
中
で
や
つ
て
く
れ
』
と
い

わ
ん
ば
か
り
に
酒
席
に
し
て
し

ま
っ
た
。
あ
ま
り
に
危
機
感
が

欠
如
し
て
い
る
」
（郷
原
氏
）

江
川
氏
が
検
証
を
求
め
た
田

代
政
弘
検
事
（４５
）
＝
当
時
、東

京
地
検
特
捜
部
＝
の

「捜
査
報

告
書
」
捏
造
疑
惑
に
つ
い
て
は

本
誌
も
再
三
報
じ
て
き
た
。

田
代
検
事
は
、
検
察
審
査
会

（以
下
、
検
審
）
が
小
沢
氏
に

つ
い
て

「起
訴
相
当
」
議
決
を

し
た
後
の
２
０
１
０
年
５
月
、

い
よ
い
よ
４
月
２６
日
、
小
沢

一
郎
・元
民
主
党
代
表
（６９
）

の
陸
山
会
裁
判
が
判
決
を
迎
え
る
。
日
本
の
政
治
を
歪

め
な
が
ら
、
３
年
に
わ
た
つ
て
検
察
が
執
拗
に
追
い
続

け
た
こ
の
事
件
は
、
い
つ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
。
本
誌

は
、
検
察
が
検
察
審
査
会
に
提
出
し
た

「捜
査
報
告
書
」

の
全
貌
を
つ
い
に
掴
ん
だ
。
そ
こ
に
は
検
審
と
い
う
民

意
す
ら
悪
用
す
る

「暴
走
検
察
」
の
真
実
が
あ
つ
た
。

石
川
知
裕
衆
院
議
員
（３８
）を
再

聴
取
し
た
際
に
、
実
際
に
は
な

い
や
り
と
り
を
捜
査
報
告
書
に

書
い
て
い
た
。
こ
の
虚
偽
の
捜

査
報
告
書
は
、
検
審
に
提
出
さ

れ
、
検
審
が
小
沢
氏
の

「強
制

起
訴
」
を
決
め
た
有
力
な
判
断

材
料
と
な
っ
た
の
だ
。

こ
の
こ
と
を
江
川
氏
が
問
題

視
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。
陸
山
会
事
件
を
め
ぐ
っ
て

は
、
こ
れ
ま
で
本
誌
も
、
特
捜

部
の
強
引
な
見
立
て
捜
査
を
指

摘
し
て
き
た
が
、
捜
査
報
告
書

″捏
造
″
と
な
れ
ば
、
こ
れ
こ

こ
に
極
ま
れ
り
と
い
う
話
だ
。

し
か
し
、
検
察
の

″謀
略
″

は
、
よ
り
根
深
い
も
の
だ
っ
た
。

本
誌
は
、
小
沢
氏
の
強
制
起
訴

前
に
検
察
か
ら
検
審
に
提
出
さ

れ
た
６
通
の
捜
査
報
告
書
の
全

貌
を
掴
ん
だ
の
だ
。

実
は
以
前
か
ら
、

「田
代
報
告
書
が
問
題
に
な
っ

た
が
、
本
当
に
マ
ズ
い
の
は
そ

れ
以
外
の
報
告
書
。
検
察
は
小

沢
氏
の
強
制
起
訴
に
向
け
て
か

な
り
無
理
を
し
て
い
る
。
表
ざ

た
に
な
つ
た
ら
、
検
察
は
ひ
つ

く
り
返
る
」
（検
察
幹
部
）

と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
ま
さ

右からJヽ沢―郎・元民主党代表、小沢氏立件に熱心だったといわれる大鶴基
成。東京地検次席検事 (当時)、 6月 に退任予定の笠間治雄・検事総長、捜査
を指揮した佐久間達哉 。特捜部長 (当時)、 樋渡利秋・検事総長 (当助

182012.5.4-11



小沢事件のこれまでの主な流れ

3月131日
東京地検特捜部が西松建設の違法献金事件で、大
久保隆規・元公設第 1秘書らを逮捕

la曜 13日 大久保元秘書が西松建設事件の初公判で無罪を主張

1月15日

‐‐■123日

|■311自

特捜部が石川知裕衆院議員と池田光智・元私設秘書
を、陸山会を巡る政治資金規正法違反(虚偽記入)容

疑で逮捕。翌16日 大久保元秘書を同容疑で逮捕

特捜部が小沢氏から事情聴取

特捜部が小沢氏から2回 日の事情聴取

21月

'4‐

■

|■ |■ 21日

■■123日

石川議員ら3人起訴。陸山会の04、 05年分の政治資
金収支報告書に関して小沢氏は不起訴処分に

小沢氏の不起訴処分を不当として市民団体が東京
第五検察審査会に審査を申し立て

特捜部が07年分の収支報告書に関して小沢氏を不
起訴。その後、同年分に対しては東京第一検察審査
会に審査の申し立てが出される

4月 2,日 東京第五検察審査会が「起訴相当」と議決

5月115日

|‐ |‐ |1211日

特捜部が小沢氏から3回目の事情聴取

特捜部が04、 05年分で改めて小沢氏を不起訴

7月131日
東京第一検察審査会が07年分について「不起訴不
当」と議決

9月 :14日

|■■3日

|■ 30日

民主党代表選で小沢氏敗れる。同日、東京第五検察
審査会が小沢氏に対して 2度目の「起訴相当」議決
(公表は10月 4日 )

特捜部が小沢氏から4回目の事情聴取

特捜部が07年分について改めて小沢氏を不起訴。
07年分の捜査は終結

博月 41目 東京第五検察審査会が小沢氏の「起訴議決」を公表

9月 126日
東京地裁が石川議員ら元秘書 3人に有罪判決 (控

訴中)

“

月31日 |小沢氏の初公判

12月115日|

||■16日|

石川議員を取り調べた元東京地検特捜部の田代政
弘検事が証人として出廷

証拠改ざん事件で実刑判決を受けた前田恒彦・元
大阪地検特捜部検事が証人として出廷

■月101
■111日

‐小沢氏の被告人質問

3月 191日 |

‐
|‐119自

:

指定弁護士の論告・求刑

弁護側の最終弁論

4月 123日 判決

に
そ
れ
が
こ
の
報
告
書
だ
。

ま
ず
は
、
そ
の
中
身
を
詳
し

く
見
て
い
こ
う
。

６
通
の
捜
査
報
告
書
は
、

１０

年
４
月
３０
日
か
ら
５
月
１９
日
に

か
け
て
作
成
さ
れ
た
。
検
審
が

１
度
目
の

「起
訴
相
当
」
議
決

（４
月
２７
日
）
を
出
し
た
直
後

か
ら
、
そ
れ
を
受
け
て
検
察
が

小
沢
氏
の
３
回
目
の
事
情
聴
取

（５
月
１５
日
）
を
実
施
し
、
改

め
て
不
起
訴
処
分
（５
月
２‐
日
）

と
し
た
間
の
こ
と
だ
。

①

【検
察
審
査
会
議
決
の
考
え

方
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
買
４

月
３０
日
付
）

②

【想
定
弁
解
の
検
討
結
果
に

つ
い
て
】
（５
月
１６
日
付
）

③
田
代
報
告
書
（５
月
１７
日
付
）

④

【小
沢
供
述
の
不
合
理

・
不

自
然
性
に
つ
い
て
買
５
月
１９
日

付
）

⑤

【４
億
円
の
出
所
に
関
す
る

捜
査
の
状
況
に
つ
い
て
買
５
月

‐９
日
付
）

こ
の
う
ち
田
代
報
告
書
以
外

の
４
通
は
、
当
時
、
陸
山
会
事

件
の
主
任
を
務
め
た
東
京
地
検

特
捜
部
の
木
村
匡
良
検
事
が
書

い
た
も
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、

特
捜
部
副
部
長
だ
っ
た
斎
藤
隆

博
検
事
が
、

⑥

【再
捜
査
の
結
果
を
踏
ま
え

た
証
拠
の
評
価
等
に
つ
い
て
】

（５
月
１９
日
付
）

と
題
し
、
総
括
の
報
告
書
を

作
成
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
報
告
書
は
、
小
沢

氏
の
起
訴
に
執
念
を
燃
や
す
特

捜
部
が
、
検
事
総
長
ら
上
層
部

の
た
め
に
作
成
し
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
「
こ
の
程
度
の
資
料
で
、

小
沢
氏
の
よ
う
な
大
物
の
不
起

訴
方
針
を
覆
す
の
は
誰
が
見
て

も
ム
リ
。
む
し
ろ
検
審
を
視
野

に
入
れ
て
、　
一
般
の
人
に
も
非

常
に
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て

2012.5.4-1119



週りl朝日
Э′1ヽ沢供述によれば、それまで銀行
に預けていた何ら隠す必要もない多

額の資金を、特段の理由もなく出金

して、長年にわたり、使用すること

もなく、現金を保管していたことに

なり、運用面・安全面でも不自然・

不合理である。t

〈10年 1月 23日の事情聴恥
04年 に私が陸山会に貸した現金4億

円についても陸山会から見れば私か

らの借入金として正しく記載されて

ヤ`るものと信じていました。(o4年分
の陸山会の収支報告書には)私が石
チ‖ (元秘書の石川知裕衆院議員)に
土地購入のために渡した4億円が記

載されていないことが分かりました

が、その内容を確認したのは今が初
めてであります。

(5月 15日 の事情聴取〉

(07年 2月 20日 に記者会見を開い

た)事務所費公開の際にも04年気
05年分の収支報告書の中身を確認し
ておらず、その時点でも、現金 4億

円の借入金が記載されていないとい

うことに気がついていませんでした。

私が記載されていないことを知った

のは、今回の事件が捜査の対象にな

ってからのことですも

【供述の虚偽性】
①石川供述と矛盾する。

②w年 2月 27日 付の週刊文春 (の取
材)に対する回答書 (小沢自身が池
田光智・元私設秘書に指示して修文

させており、小沢が内容を確認して
いることは明らか)と 矛盾する。同

回答書において「陸山会は陸山会の

預金等を担保にして金融機関から借

り入れて事務所等を取得しており、

小沢の陸山会への貸付金は、陸山会
が金融機関から陸山会の預金等を担

保にして借入をする際に金融機関と

陸山会の間に立った結果発生したも
のである。収支報告書に記載されて
いる預金は、いずれも陸山会が金融

機関から借入をする際に担保として

設定したもので、陸山会が長年にわ

たつて積み立ててきた剰余金であ
る」と説明し、不動産購入資金はあ

くまでも陸山会が用意したもので、

小沢個人は資金を提供していないと
いうことを強調している。少なくと

も、この時点では本件4億円力D4年
の収支報告書に小沢からの借入金と

して記載されていないことを知って
いたはずであり、小沢供述は虚偽で

ある。

【小沢氏の供述】
(10年 1月 23日 の事情脚

土地代金の支出についても04年に土

地代金を支払ったのですから、∝年
の収支報告書に正しく記載されてい

るものと思っていました。

(5月 15日 の事情聴取〉

私が解年10月 に支払われた費用力Ю5

年分に記載されてぃるのを知ったの

は、今回の事件が捜査の対象になっ

てからです。

【供述の虚偽性l  ,
①石川供述と矛盾する。

②池田供述と矛盾する。

③07年 2月 20日 に小沢が記者会見を

行った事務所費公開は05年分の収支

報告書に 4億1500万円 (04年 分は

38001円 )と いう巨額な事務所費を

計上したことが疑問視されたことに

対応したもので、小沢は05年に秘書

用の独身寮を新築し、土地代と建設

代を事務所費として計上したと説明
しており、少なくともこの時点では、

∝年10月 に支払った土地代金を05年

分の収支報告書に虚偽記入したこと

を知っていたはずであり、小沢供述
は虚偽である。

(23,~左上へ続く)

い
る
」
（東
京
地
検
幹
部
）
と
い

つヽ
の
だ
一。

特
に

″わ
か
り
や
す
さ
″
を

演
出
し
て
い
る
の
が
、
④

【小

沢
供
述
の
不
合
理

・
不
自
然
性

に
つ
い
て
】
の
報
告
書

（囲
み

に
全
容
を
掲
載
）
だ
。

こ
れ
は
、
検
察
が
小
沢
氏
に

対
し
て
行

っ
た
３
回
の
事
情
聴

取

（１０
年
１
月
２３
日
、
同
月
３‐

日
、
５
月
１５
日
）
に
つ
い
て
、

冒
頭
で

〈合
理
的
な
説
明
が
で

き
ず
、
不
自
然
な
弁
解
に
終
始

し
た
〉
と
結
論
づ
け
た
上
で
、

捜
査
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
七
つ

の
事
項
に
分
類
し
、
「虚
偽
」
だ

と
決
め
つ
け
て
い
る
。

何
度
も
出
て
く
る

「不
自
然
≒
不
合
理
」

た
と
え
ば
、
「
４
億
円
の
現
金

の
出
所
に
つ
い
て
」
の
項
を
見

て
ほ
し
い
。

「
４
億
円
」
と
は
、
小
沢
氏
の

政
治
資
金
管
理
団
体
「陸
山
会
」

が
０４
年
１０
月
に
土
地
を
購
入
し

た
際
、
小
沢
氏
か
ら
借
り
入
れ

た
資
金
の
こ
と
だ
。
検
察
は
、

こ
の
４
億
円
の
な
か
に
中
堅
ゼ

ネ
コ
ン

「水
谷
建
設
」
が
胆
沢

ダ
ム
エ
事
受
注
の
見
返
り
と
し

て
支
払

っ
た
ヤ
ミ
献
金
１
億
円

が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
ス
ト

ー
リ
ー
に
固
執
し
て
き
た
。
小

沢
氏
を
巡
る

一
連
の
事
件
の
焦

点
と
な
る
疑
惑
だ
。

し
か
し
、
小
沢
裁
判
で
こ
の

「
４
億
円
」
の
見
立
て
は
破
綻

し
て
い
る
。
水
谷
建
設
側
か
ら

小
沢
氏
側
に
カ
ネ
が
渡

っ
た
と

さ
れ
る
日
付
以
前
に
、
す
で
に

小
沢
氏
か
ら
石
川
議
員
に
土
地

購
入
資
金
が
手
渡
さ
れ
て
い
た

と
い
う
事
実
は
、
検
察
官
役
の

指
定
弁
護
士
側
も
冒
頭
陳
述
で

認
め
る
と
こ
ろ
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
、
検
察
も
小
沢

氏
起
訴
を
断
念
し
た
は
ず
だ
。

と
こ
ろ
が
、
報
告
書
で
は
、

小
沢
氏
の
供
述
を
掲
載
し
た
上

で
、
「供
述
を
変
遷
さ
せ
、
具
体

的
な
出
所
を
特
定
す
る
こ
と
を

放
棄
し
て
い
る
」
と
、　
一
方
的

に
批
判
す
る
。
し
か
も
、
わ
ざ

わ
ざ

「妻
を
聴
取
す
れ
ば
、
供

述
の
虚
偽
性
が
更
に
明
白
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
が
、
小
沢
氏

が
拒
否
し
て
い
る
」
と
注
釈
す

る
あ
た
り
が
嫌
ら
し
い
。

ほ
か
の
６
項
目
に
つ
い
て
も
、

〈小
沢
供
述
は
虚
偽
で
あ
る
〉

201254-11
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【小沢氏の供週

12010年 1月 23日 の事情聴恥

原資は①1989年11月 21日 に大和銀

行衆議院支店の普通預金口座から引

き出した2億円②97年12月 15日 に安

田信託銀行神田支店の家族名義の日

座から引き出した 3億円③2002年

4月 3日 に安田信託銀行神田支店の

家族名義の日座から引き出した

60∞万円の合計 5億6000m~円 のう

ち、04年10月 に元赤坂タワーズの事

務所の金庫に残っていた4億数千万

円のうちの4億円が陸山会に貸し付

けた原資である。自宅に保有現金は

ありませんでした。

(1月 31日 の事情聴恥

個別には覚えていないけれども、トータ

ルで言いますと、日座から引き出した

現金と手持ちの現金を足すと7億～

8億円の手持ち現金があり、04年10

月の時点で、元赤坂タワーズに4億

数千万円があり、残りは、女房に「自

由な裁量でやりなさい」ということ

で保管させて管理運用を任せていた

現金が 3億～4億円くらいはあった。

(5月 15日 の事情聴恥

私としては、4億円が自己資金に由

来するものであることは間違いない

と言えるのですが、いつどこの銀行

から出金したものであるかというこ

とについては正確には記憶しており

ません。元 現々金で保有していたも

のもありました。 1回 目の取り調べ

や記者会見で説明したことは、その

時点で判明した銀行記録に基づいて

これであろうという推測で説明した

ものでありますが、更に銀行の調査

をしたところ、違うということで判

明した事実を申し上げただけであり、

供述を変えたということとは違うと

思います。いつどこの銀行でいくら

出金したかというように、明確にひ

も付けをできる帳簿等の記録も記憶

もありませんが、私が元 現々金で持

っていたお金か、いずれかの銀行か

ら出金した現金のうちの4億円であ

り、正当な自己資金であることは間

違いありません。

【供述の虚偽性】
① l月 23日 の供述における4億円の

出所をマスコミに西己布するなどして

主張していたが、客観的事実との食

い違いを指摘されて供述を変遷させ、

「いつ、どこの銀行から出金したも

のか特定する記録や記憶もないが、

自己の正当な資金である」として具

体的な出所を特定することを放棄し

ている。

②99年 5月 31日 に小沢自身がりそな

銀行衆議院支店と交渉して、(妻の)

小沢和子名義で 3億5000万 円を借

り入れて自宅隣地に第二住宅の土地

を購入しており、小沢供述を前提に

すれば借入金額以上の保有現金があ

ったことになり、借入をする必要は

なくt小沢供述は99年の借入事実と

矛盾する。(和子を聴取すれば、小沢

供述の虚偽性が更に明白になる可能

性があるが、小沢は和子の聴取を拒

否している)

③02年 4月 の6000万 円の出金に関

し、小沢和子は、銀行員に第二住宅

の建築費用に充てると説明し、実際

にこれに見合う金額の費用が現金で

支払われており、小沢供述と矛盾し

ている。←日子を聴取すれば、小沢供

述の虚僣性が更に明白になる可能性

があるが、小沢は和子の聴取を拒否

している)

ヽ

　

．
１
慶
遷
毬
■
■
、
し

〈石
川
供
述
と
矛
盾
す
る
〉

〈不
自
然

・
不
合
理
で
あ
る
〉

な
ど
と
、
こ
と
さ
ら

「虚
偽
」

「矛
盾
」
と
い
う
言
葉
を
強
調

し
、
小
沢
氏
の
供
述
の
信
用
性

を
否
定
し
て
い
る
。

だ
が
本
来
、
カ
ネ
の
性
質
に

つ
い
て
立
証
責
任
を
負
う
の
は

検
察
側
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き

な
か
っ
た
か
ら
小
沢
氏
を

「不

起
訴
処
分
」
に
し
た
の
だ
。

さ
ら
に
目
を
疑
う
の
が
、
「
４

億
円
を
隠
す
動
機
に
つ
い
て
」

の
項
だ
。

小
沢
氏
は

一
貫
し
て
、

〈４
億
円
は
自
己
の
正
当
な
資

金
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
隠
す

必
要
も
理
由
も
な
い
〉

と
供
述
し
て
い
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
証
言
の

〈虚

偽
性
〉
と
し
て
、

〈水
谷
建
設
の
川
村
（尚
・元
社

長
）
は
石
川
に
現
金
５
千
万
円

を
渡
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
〉

と
サ
ラ
リ
と
指
摘
す
る
。

先
に
も
指
摘
し
た
が
、
「水
谷

建
設
か
ら
の
ヤ
ミ
献
金
」
は

一

連
の
疑
惑
の
焦
点
で
あ
り
、
検

察
の
見
立
て
に
対
し
、
小
沢
氏

側
は
激
し
く
争

っ
て
き
た
。
そ

れ
を

一
方
的
に

「事
実
」
と
断

定
す
れ
ば
、　
一
般
人
で
あ
る
検

審
の
審
査
員
に
″予
断
″を
与
え

る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
。
「報
告

書
」
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、

検
審
を

″誘
導
″
し
よ
う
と
い

う
意
図
が
透
け
て
見
え
る
の
だ
。

先
の
検
察
幹
部
も
こ
う
言
う
。

「検
察
に
と

つ
て
検
審
は
本
来
、

『不
起
訴
』
判
断
の
正
し
さ
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
場
で
す
。
そ
こ

に
、
″不
合
理
″
だ

の

″不
自

然
″
だ
の
犯
罪
性
を
思
わ
せ
る

言
葉
を
交
え
た
捜
査
報
告
書
を

出
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」

⑤

【４
億
円
の
出
所
に
関
す
る

捜
査
の
状
況
革
つ
い
て
】
の
報

告
書
も
悪
質
だ
。
〈捜
査
に
よ
り

判
明
し
た
事
実
〉
と
し
て
、
こ

２ヽ
吾
い
て
い
る
。

〈小
沢
事
務
所
が
受
注
業
者
の

決
定
に
強
い
影
響
力
を
有
す
る

と
目
さ
れ
て
い
た
胆
沢
ダ
ム
の

二
つ
の
工
事
の
入
札
時
期
に
、

陸
山
会
に
各
４
億
円
の
不
自
然

な
現
金
入
金
が
あ
っ
た
〉

〈小
沢
事
務
所
が
胆
沢
ダ
ム
の

２
工
事
に
関
し
て
水
谷
建
設
か

ら
合
計
１
億
円
を
受
領
し
、
最

初
の
５
千
万
円
が
４
億
円
に
合

ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
〉

事
実
な
ら
ば
立
派
な
贈
収
賄
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示している)、 小沢がバックデイトで

作成した確認書の日付は所有権移転

登記がされた05年 1月 7日 付となっ

ていることからも、少なくとも事務

所費公開の時点では、実際に04年10

月に代金決済が完了しているのに、

同日には仮登記のみをし、05年 1月

7日 に本登記をした事実を知ってい

たはずであるので、小沢供述は虚偽
であるL

【小沢氏の供瑚
(10年 1月 23日 の事情聴恥

心当たりはありません。

(1月 31日 の事情聴取〉

先日は、全く記憶にない、心当たり

がないと申し上げましたが、実際に

は、私の一番の支援者でもあったY
君に関わることで、お話しするのは
つらかったので、黙っていましたが、

実は病院か自宅にY君を見舞いに行
った時に、Y君から「紀尾井町の事

務所の奥の部屋にも現金を入れてお
いたはずなのでこれを回座に入金し

てしばらくしたら引き出して元に戻

しておいてくれ」という話があり、

私はY君の言ったことを実行するた

めに、石りIIだ ったか誰だった力f酔憶

が定かではありませんが、誰かに紀

尾井町の改革国民会議 (I日「自由党」
の政治資金団体)及び改革フオニラ
ム21(l日 「新生党」の政治資金が入
っている政治団体)の事務所に現金

を取りに行かせて、Y君の言うとお

り、いぅたん:銀行の回産に入金し
て元に戻すように指示したのであり
ました。

(5月 15日 の事情聴恥
‐

本日の事情聴取のテーマとは違うの

でお答えするつもりはない。

【供述の虚偽性】
① 2回 目の取り調べで供述したこと

が真実であれば、 1回 目の取り調べ

において隠す理由はなかったはずで

ある。3回 目も答弁を拒否する理由

がない。

② l回 目は質問されることを予想し

ておらず、弁解を用意していなかっ

たために「心当たりがない」と言っ

て逃れ、2回 目には裏付けの取りよ

うがない故人の話を持ち出したもの

と推測される。

(3回の事情聴取とも)

4億円は自己の正当な資金であるの

で、これを隠す必要も理由もない:

【供述の虚偽性1

①4億円のうち500砺円は、0″竿10

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
度
も
言

う
が
、
こ
の

「
ゼ
ネ
コ
ン
か
ら

の
裏
ガ
ネ
」
疑
惑
を
徹
底
的
に

捜
査
し
て
も
解
明
で
き
ず
、
「不

起
訴
処
分
」
に
し
た
の
が
、
当

の
検
察
な
の
だ
。
」ゝ
れ
こ
そ
″自

己
矛
盾
〃
で
は
な
い
の
か
。

大
久
保
隆
規
元
秘
書
（５０
）を

取
り
調
べ
た
前
田
恒
彦
元
検
事

（４４
＝
証
拠
改
ざ
ん
事
件
で
実

刑
が
確
定
）
は
、
小
沢
公
判
で

こ
う
証
言
し
た
。

「佐
久
間
達
哉
特
捜
部
長

（当

時
）
は
、
胆
沢
ダ
ム
を
受
注
し

た
元
圭調
け

。
下
請
け
の
ゼ
ネ
コ

ン
ご
と
に
、
ど
こ
が
１
億

（の

裏
ガ
ネ
）
で
、
と
夢
み
た
い
な

妄
想
を
語

っ
て
い
た
が
、
現
場

検
事
ら
は

『話
は
全
然
出
ず
、

難
し
い
』
と
疲
弊
し
て
い
た
」

さ
ら
に
、　
一
連
の
捜
査
で
検

察
が
調
べ
た
７０
社
近
く
の
ゼ
ネ

コ
ン
に
つ
い
て
、
「小
沢
氏
側

へ

の
資
金
提
供
を
否
定
し
た
メ
モ

が
あ
る
」
と
も
証
言
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
疑
惑
を
う
ち
消
す
検

察
に
不
利
な
資
料
は

一
切
、
取

り
扱

っ
て
い
な
い
の
だ
。

検
審
の
１
回
目
の

「起
訴
相

当
」
議
決
の
３
日
後
に
作
成
さ

れ
た
①

【検
察
審
査
会
議
決
の

考
え
方
に

つ
い
て
の
検
討
結

果
】
も
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
。

小
沢
氏
の
共
謀
共
同
正
犯
が

成
立
す
る
と
判
断
し
た
検
審
の

議
決
に
つ
い
て
、

〈小
沢
が
４
億
円
の
出
所
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
し
な
い
と
い

う
事
実
と
、
こ
れ
ら
の
信
用
性

等
に
関
す
る
事
実
か
ら
小
沢
の

共
犯
性
を
判
断
し
よ
う
と
す
る

そ
の
枠
組
み
は
、
正
当
な
も
の

と
し
て
首
肯
で
き
る
〉

と
大
絶
賛
し
て
い
る
。

し
か
し
、
検
審
と
は
、
検
察

の
判
断
が
正
し
か
っ
た
か
ど
う

か
を
市
民
が
評
価
す
る
仕
組
み

の
は
ず
だ
。
検
察
が
自
ら
下
し

た

「不
起
訴
」
と
い
う
判
断
の

正
当
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と

は
あ

っ
て
も
、
な
ぜ
、
検
審
の

議
決
を

「首
肯
」
す
る
の
か
。

さ
ら
に
、
②

【想
定
弁
解
の

検
討
結
果
に
つ
い
て
】
に
至

っ

て
は
、
も
は
や
小
沢
氏
の
心
証

を
悪
く
す
る
た
め
だ
け
に
つ
く

ら
れ
た
と
し
か
思
え
な
い
。

報
告
書
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、

特
捜
部
が
小
沢
氏
の
事
情
聴
取

を
行

っ
た
翌
日
の
５
月
１６
日
。

そ
の
な
か
で
、
予
想
さ
れ
る
小

沢
氏
の
弁
解
に
つ
い
て
勝
手
に

週り:朝日
月18日 に石川が日座入金したもので

あるが、水谷建設の川村 (当時の川
村尚社長)は、銀行の前営業日であ
る04年10月 15日 (金)に、大久保隆

規 (元公設第1秘書)の指示で石力|

に現金5000F円 を渡している事実

がある。         |‐ |

②イl)沢は「07年 2月 20日 の事務所費

公開を行った理由は05年の陸山会収

支報告書に4億 15∞万円という巨

額の事務所費を計上したこともあっ

たが、不動産について小澤一部名義
でしか登記できないため、個人の資

産となってしまうのではないかとの

疑念に対応するために行ったという

面がある」と供述しており、事務所

費公開やその後のマスコミからの質

問に対する回答でも、しきりに購入

費用は陸山会自身が負担しており、

小澤一郎個人は提供していないとい

うことを強調して主張して、小澤か

らの4億円で土地を購入したことを

隠しており、現在の小沢供述と矛盾
した対応をしている。小沢の個人資
金で陸山会が土地購入をしたという

事実を明らかにすると、一部週刊誌
で指摘された「小沢の隠し資産」「資

産隠し、脱税」などと言われる可能

性があり、正当な自己資金だから全

く隠す理由や必要もないとまではい

えない。

2012.5.4-11
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【小沢氏の供述】
〈10年 1月 23日 の事情聴取〉

私は、その当時、深沢8丁 目の (土

地の)売買に関することで必要なの

だろうと認識しておりましたので、

何らの説明を求めることもなく、石

川や銀行員から求められるまま署名

をしたのだと思います。石川がなぜ

このようなことをしたのか私にはわ

かりません。

〈1月 31日 の事情聴取〉

当時は、どのような形で何のために

4億円の借入をするのか理解してい

ないまま石川か銀行員に求められる

まま署名をしただけである。450万円

の利息は、金額そのものから言えば

大きな金額ですが、全部任せっぱな

しにしていましたので、そのような

ことまで考えておりませんでした。

(5月 15日 の事情聴取〉

土地取引に関連して行う手続きのひ

とつであるとの理解はありました。

私としては、自己資金を出した後の

手続きとして石川に任せていたので、

その実務的な作業の一環に過ぎない

という理解でありました。私が陸山

会に貸し付けた4億円をそのまま土

想
定
し
、
勝
手
に
論
破
し
て
い

る
。
し
か
も
、
聴
取
が
終
わ

っ

て
か
ら

「想
定
」
す
る
と

い
う

の
は
、
い
っ
た
い
ど
う

い
つヽ
こ

と
な
の
か
。

小
沢
立
件
を
狙
う

特
捜
検
察
の
怨
念

何
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
こ

れ
ら
の
報
告
書
が
検
審
の
判
断

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
で
あ

ろ
う
こ
と
だ
。
実
際
、
検
審
の

起
訴
議
決
書
の
内
容
は
、
斎
藤

副
部
長
に
よ
る
報
告
書
（⑥
）
の

文
言
と
酷
似
し
て
い
る
の
だ
。

冒
頭
の
懇
親
会
の
翌
１８
日
、

新
聞
各
紙
は
、

「
田
代
検
事
に
つ
い
て
、
検
察

当
局
が
起
訴
を
見
送
る
方
向
」

と
報
じ
た
。
故
意
に
虚
偽
記

載
し
た
と
立
証
す
る
の
は
困
難

だ
と
判
断
し
た
と
い
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
６
通
全
体

を
見
て
も
、
そ
の
判
断
は
正
し

い
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

小
沢
裁
判
で
石
川
調
書
を
証

拠
採
用
し
な
い
と
判
断
し
た
東

京
地
裁
の
大
善
文
男
裁
判
長
は
、

そ
の
決
定
の
中
で
、

「
田
代
検
事
の
取
り
調
べ
は
個

人
的
な
も
の
で
は
な
い
。
献
金

の
受
領
や
小
沢
氏
関
与
の
供
述

を
迫
る
た
め
の
圧
力
は
、
組
織

的
な
も
の
だ

っ
た
と
も
う
か
が

わ
れ
る
」

と
言
及
し
て
い
る
。

本
誌
は
、
陸
山
会
事
件
で
石

川
議
員
ら
が
逮
捕
さ
れ
た
当
初

か
ら
、
検
察
庁
の
上
層
部
と
、

青
年
将
校
化
す
る
特
捜
部

の

″温
度
差
″
を
報
じ
て
き
た
。

先
の
検
察
幹
部
も
、
こ
う
言
う
。

「当
時
か
ら
小
沢
逮
捕
に
固
執

し
て
い
た
の
は
、
東
京
地
検
次

席
検
事
だ

っ
た
大
鶴
基
成
氏
、

佐
久
間
特
捜
部
長
、
本
村
主
任

検
事
の
ラ
イ
ン
で
す
。
大
鶴
氏

は

『お
れ
な
ら
起
訴
状
が
書
け

る
』
と
豪
語
し
た
そ
う
だ
」

報
告
書
に
は
、
小
沢
氏
立
件

を
目
指
し
た
特
捜
検
察
の

″怨

念
〃
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
自
ら

の
手
に
よ
る
起
訴
を
断
念
し
た

特
捜
部
が
、
″時
限
爆
弾
″
を
仕

掛
け
た
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
、
国
民
の
意
思
で
あ
る

「検
審
」
の
判
断
を
意
図
的
に

左
右
す
る
こ
と
は
、
と
う
て
い

許
さ
れ
な
い
。
特
捜
部
解
体
の

カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
は
、
す
で
に

始
ま

っ
て
い
る
。

判決
地代金に充てて支払うだけで、銀行

借入をしないという方法も二つの方

法としてあり得ることはわかります

し、そのほうが簡単な方法だとは思

いますが、どのような方法を取るか

は、担当者の石川の判断に任せてお

り、私が口を出すようなものではあ

りません。石川を信頼して、石川か

ら特に説明を受けることもなく、求

められるまま書類に署名したもので

あります。

【供述の虚偽性】

①石川供述と矛盾する。

②年間450万 円もの金利負担を伴う

4億円もの融資を受けるのに意図・

目的を理解しないまま、署名したと

いうのは不合理・不自然である。

③本件融資は、土地取得費用の原資

を金融機関からの借入金であると仮

装する、つまり小沢からの現金4億

円の借入金を隠すという意図・目的

で行ったとしかあり得ないことを小

沢も意識しており、これについて趣

旨・目的について石川から説明を受

けたことを認めるということは4億

円の不記載についての了承を認める

ことになってしまうため、石川から

何の説明もなく、意図・目的もわか

らないまま署名したと供述している

ものと推測される。

④池田供述によれば、本件4億円の

融資にういて05年 10月 に小沢と相談

して2億円を返済し、2億円を継続

した上、

“

年 3月 には小沢から利息

負担を質F・lさ れ、年間200万円程度で

あると伝えると「もったいないから

早く返済するように」と指示して繰

り上げ返済しており、小沢が何らの

意図もなく45CIF円 の利息負担を伴

う融資を了承することは考えられな
い。

【小沢氏の供述】
(10年 5月 15日 の事情聴恥

正確には、覚えていませんが、今回

の事件が捜査の対象になってから初

めて知ったのだと思います。石川が

自分なりの判断でやったことだろう

と思い、石川になぜこのようなこと

をしたのかその理由を尋ねたことは

ありませんでした。私には繰り延ベ

る理由も必要も全くありません。

【供述の虚偽性】

①石川供述と矛盾する。

②07年 2月 20日 の事務所費公開の際

に、登記済権利証、確認書、売買契

約書、領収書等を公開しており (登

記済権利証を手にとってマスコミに
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起り:朝日

４
月
２６
日
の
判
決
で
、
小
沢

一
郎

・
民
主
党
元
代
表
が

「無

罪
」
と
な

っ
た
場
合
、
検
察
審

査
員
や
検
察
官
役
の
指
定
弁
護

士
は
果
た
し
て
控
訴
す
る
の
か

―
―
こ
の
問
題
に
注
目
が
集
ま

っ
て
い
る
。

せ
っ
か
く
小
沢
氏
が
無
罪
を

勝
ち
取

っ
て
も
、
控
訴
さ
れ
て

し
ま
え
ば
刑
事
被
告
人
で
あ
る

こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
当
然
、

９
月
の
民
主
党
代
表
選

へ
の
出

馬
は
か
な
わ
ず
、
政
治
的
影
響

が
大
き
い
か
ら
だ
。

只
制
度
に
つ
い
て
話
し
合

つ

た
際
）
控
訴
の
件
は
深
い
議
論

に
は
な

っ
て
い
な
か
つ
た
。
検

察
官
役
の
弁
護
士
に
控
訴
権
限

は
与
え
る
が
、
で
は
、
控
訴
の

と
き
ど
う
す
る
か
と
い
う
議
論

は
深
く
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
」

こ
う
語
る
の
は
、
元
検
察
官

の
高
井
康
行
弁
護
士
で
あ
る
。

高
井
氏
は
、
裁
判
員
制
度
や
検

察
審
査
会
の
制
度
改
正
を

議
論
し
た

「司
法
制
度
改

革
推
進
本
部
」
の
裁
判
員

制
度

・
刑
事
検
討
会
委
員

だ

っ
た
。

「今
後
、
控
訴
の
場
合
ど

う
す
る
か
と
い
う
問
題
は

き
ち

っ
と
議
論
す
る
必
要

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
考
え

て
み
れ
ば
、
裁
判
所
に
判

断
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ

と
が
検
審
に
よ
る
強
制
起

訴
の
意
義
だ
と
し
た
ら
、

実
際
に
裁
判
所
が
無
罪
ど

い
う
判
断
を
下
す
わ
け
だ
か
ら
、

そ
れ
以
上
、
わ
ざ
わ
ざ
控
訴
す

る
必
要
は
な
い
と
い
う
議
論
は

あ
り
う
る
」

も
と
も
と
高
井
氏
は
検
討
会

で
、
検
察
の
不
起
訴
処
分
の
中

で
も

「起
訴
猶
予
」
と

「嫌
疑

不
十
分
」
を
分
け
て
考
え
る
ベ

き
だ
、
と
主
張
し
て
い
た
。

起
訴
猶
予
は
、
証
拠
な
ど
か

ら
有
罪
の
可
能
性
が
高

い
が
、

示
談
成
立
な
ど
の
事
情
を
考
慮

し
て
起
訴
す
る
必
要
が
な
い
と

判
断
し
た
も
の
。　
一
方
、
嫌
疑

不
十
分
は
、
有
罪
と
す
る
だ
け

の
証
拠
は
な
い
と
検
察
官
が
判

断
し
た
も
の
。

素
人
の
検
察
審
査
員
に
と

つ

て
、
証
拠
が
そ
ろ
っ
て
い
る
起

訴
猶
予
の
ケ
ー
ス
は
判
断
し
や

す
い
が
、
専
門
家
が

「証
拠
は

な
い
」
と
結
論
づ
け
た
嫌
疑
不

十
分
の
ケ
ー
ス
を
判
断
す
る
の

は
き
わ
め
て
難
し
い
。

陸
山
会
の
土
地
取
引
事
件
は
、

東
京
地
検
が
ま
さ
に
嫌
疑
不
十

分
と
判
断
し
た
ケ
ー
ス
だ

つ
た
。

実
際
の
検
審
制
度
改
正
で
高
井

氏
の
主
張
は
反
映
さ
れ
な
か

つ

た
が
、
「嫌
疑
不
十
分
」
案
件
は

検
審
の
案
件
か
ら
外
す
べ
き
だ

と
改
め
て
考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
元
裁
判
官
の
秋
山

賢
三
弁
護
士
は

「控
訴
」
の
問

題
点
に
つ
い
て
、
根
本
的
な
疑

間
を
呈
す
。

「検
事
役
の
弁
護
士
が
控
訴
し

た
と
し
て
も
、
控
訴
後
の
公
判

活
動
は
だ
れ
が
や
る
の
か
。
検

察
が
や
る
の
か
、
弁
護
士
が
や

る
の
か
。
無
罪
に
な

っ
た
場
合
、

国
家
賠
償
は
だ
れ
が
補
償
す
る

の
か
、
だ
れ
が
責
任
を
取
る
の

か
。
ま

っ
た
く
詰
め
き
れ
て
い

な
い
で
し
ょ
う
」

冤
罪
事
件
を
研
究
す
る
秋
山

氏
は
、
検
審
の
強
制
起
訴
制
度

そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
。

「小
沢
さ
ん
は
好
ぎ
な
政
治
家

で
は
な
い
し
、
私
と
は
価
値
観

も
違
う
。
し
か
し
、
彼
の
ケ
ー

ス
は
特
に
ひ
ど
い
。
政
治
的
に

狙
い
撃
ち
さ
れ
た
で
し
ょ
う
。

一
般
市
民
は
証
拠
書
類
な
ど
を

読
み
込
む
力
が
な
い
か
ら
テ
レ

ビ
や
新
聞
に
左
右
さ
れ
や
す
い
。

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
さ
れ
た
著
名
人

や
政
治
家
が
、
今
後
、
同
じ
よ

つヽ
に
犠
牲
に
な

つ
て
い
く
」

何
よ
り
も
、
犠
牲
に
さ
れ
る

被
告
が
失
う
も
の
は
、
あ
ま
り

に
も
大
き
い
の
だ
。

「日
本
で
は
起
訴
の
９９

。
９
％

が
有
罪
と
な
る
。
だ
か
ら
、
い

っ
た
ん
起
訴
さ
れ
れ
ば
社
会
的

な
打
撃
が
大
き
い
。
政
治
家
は

政
治
生
命
に
か
か
わ
り
、
会
社

員
は
普
通
ク
ビ
、
公
務
員
は
本

俸
４
割
カ
ッ
ト
で
す
。
起
訴
す

る
と
い
う
こ
と
は
慎
重
に
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
」

秋
山
氏
が
心
配
す
る
の
は
、

こ
の
制
度
に
よ
つ
て

「冤
罪
が

増
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い

う
点
だ
。
今
後
、
①
委
員
全
員

一
致
の
賛
成
②
３
回
ま
た
は
４

回
の
起
訴
相
当
議
決
③
捜
査
資

料
の
徹
底
公
開
―
―
の
三
つ
が

強
制
起
訴
の
条
件
と
し
て
必
要

で
は
な
い
か
、
と
指
摘
す
る
。

「そ
も
そ
も

一
般
市
民
に
は
、

起
訴
さ
せ
る
と
い
う
方
向
で
は

な
く
、
検
察
官
が
起
訴
す
べ
き

で
な
い
も
の
を
起
訴
さ
せ
な
い

た
め
の
チ
エ
ッ
ク
機
能
を
果
た

し
て
も
ら
う
ほ
う
が
い
い
」

小
沢
事
件
は
教
訓
と
な
る
か
。

本
誌

・
佐
藤
　
章

東
京
地
裁
に
貼
り
出
さ
れ
た

「起
訴
議
決
」
の
要
旨
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